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【午後１時３０分開会】 

○事務局長 皆様、本日はお忙しい中にもかかわりませずご出席をいただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 ただいまから第１５回観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会を開催いたします。 

 会議に入りますまで進行を務めさせていただきます事務局長の大木和郎でございます。

どうぞよろしくお願いをいたします。 

 本日の会議は、お手元にお配りしております会議次第によりまして進めさせていただき

ます。 

 それでは、ここで観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会平野会長よりご挨拶を申し上

げます。 

○会長 皆さんこんにちは。 

 天気予報では今日は５０％ぐらい降るということで雨を期待しておったんですけど、ど

うもこれ雨が降る気配はございませんで、そうなりますと、また１週間ぐらいはお天気に

なりますと、もう香川用水も２次ですので、次３次までに入るかもわからん。今度大変な

事態に相なるわけでございますけど、非常に渇水で気をもむところでございますが、今日

は大変暑い中を第１５回の合併協議会にご参集いただきまして、どうもありがとうござい

ました。 

 おかげをもちまして順調に推移し、ちょうど今日は切れ目のええ、あともう１１０日と

いう日に、合併協議会を開催するわけになったわけでございますが、いろいろ報告事項な

り、いろいろまたそれぞれ担当からご報告申し上げますので、よろしくご審議賜りたいと

思います。 

 この合併問題とは少し余り関係がないようで、将来の市としてはあるわけですけども、

実は文化庁の専門参事官の方が、急遽今日来庁せられまして、朝から豊稔池をもう視察し

ていただいて、今はまた下で事務的に見よんですけれども、香川県で６件ぐらい、県でい

ろいろあったけれども、やはり大野原が、この豊稔ダムが一番だということで、重要文化

財に指定をどうもお墨つきをして帰るぐらいにもう間違いないと言っとりますが、そうな

りますと、新しい、恐らく市になってそうなると思うんです。市としても大きい重要文化

財の遺産ができるわけでございますので、皆さん方にもひとつご報告させていただきたい

と思います。今日はよろしくお願い申し上げます。どうもありがとうございました。 

○大木事務局長 それでは、議事に移らせていただきます。 
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 議事につきましては、規約第１０条第２項の規定により、会長が議長となることになっ

ておりますので、会長、よろしくお願いをいたします。 

○議長 議事につきましては、規約第１０条第２項の規定により会長が議長となるとなっ

ておりますので、議長を務めさせていただきます。よろしくご協力のほどお願い申し上げ

ます。 

 それでは、もう席に掛けたまま進行させていただきます。 

 規約第１０条の第１項の規定に基づきまして、本日の出席者の確認をさせていただきま

す。 

 本日１７名の委員中、出席者が１５名、欠席２名でございまして、欠席者は加藤委員さ

ん、久保委員さんでございますが、それぞれ皆さん方から連絡を受けておる旨ご報告申し

上げます。 

 また、本日多岐にわたる調整結果等を報告させていただくことに際しまして、１市２町

の専門部会長並びに関係課長を出席させておりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、議事を進行させていただきますが、議事の都合上発言される場合には、冒頭

に所属市町名とお名前をよろしくお願い申し上げます。 

 なお、会議録作成のため恐れ入りますが、ご発言に際しましては、職員がワイヤレスマ

イクを持ってまいりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それではまず、報告第４４号平成１６年度観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会事業

報告につきまして、事務局長より説明を願います。 

○大木事務局長 事務局長の大木でございます。 

 報告第４４号平成１６年度観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会事業報告についてご

説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、お手元の会議資料の４ページをお開きいただきたいと思います。 

 平成１６年１月２９日、観音寺市、大野原町、豊浜町による１市２町合併研究会を設置

し、３回の協議を重ね、法定合併協議会設置に向けての具体的スケジュール、合併の基本

項目、協議会の運営等について協議し、合意が得られましたので、１市２町の３月定例議

会に設置議案を提案し、３月８日、１市２町の各議会でそれぞれ可決されました。そし

て、平成１６年４月１日、観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会を設置いたしました。

４月１日は、委員初め多くの皆様のご協力をいただきまして、１市２町の新しい世紀の創

設を願い、合併協議会設置記念式典を行いました。合併協議会の第一歩を踏み出す歴史的
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な日でありました。 

 設置いたしました１市２町の合併協議会の平成１６年度事業実績報告でありますが、平

成１６年度は合併協議会の組織づくり、事務局体制の整備、住民の皆様方への合併の理解

を深めていただくための情報の提供、合併協議を行う際の基礎資料の作成、合併協定項目

の協議、新市建設計画策定に向けての準備、そして合併に関するあらゆる事項の協議、調

整及び準備のための協議会、幹事会、専門部会、分科会を開催するなど、事業計画に基づ

きまして合併問題に取り組んでまいりました。 

 なお、１月２７日に合併協定調印式を行い、３月８日には１市２町の議会で廃置分合関

連議案が可決され、３月９日に廃置分合申請書を香川県知事に申請しました。その後、４

月２８日に総務大臣の告示がありましたことは、既にご報告させていただいておりますと

おりであります。 

 まず、１番目の協議会、幹事会、専門部会及び分科会の開催でありますが、それぞれの

開催内容につきましては、会議資料に記載しているとおりであります。第１回会議から第

１２回会議までの協議会開催日程とそれぞれの会議の報告事項、確認事項、協議事項、そ

の他の事項につきましては、会議資料のとおりでありますので、説明につきましては省略

をさせていただきます。 

 あと合併に必要な事項につきまして、協議会に提案すべき議案調整や協議資料作成等の

ため、資料のとおり幹事会、専門部会、分科会を随時開催をいたしました。 

 ２番目の合併協定項目の協議でありますが、平成１６年度開催の合併協議会で確認をさ

れました協定項目は、合併の方式等の基本的な協定項目から議会議員の定数及び任期の取

扱い等のいわゆる特例法に規定する項目、条例・規則、事務組織及び機構等の取扱い、そ

の他各種事務事業に必要な協定項目、また新市建設計画等５３項目がございますが、それ

ぞれご協議いただきご確認をいただきました。括弧の中には、ご確認いただきました合併

協議会の回数を記載させていただいております。なお、ご確認いただきました項目のう

ち、合併時までに再編統一する項目などにつきましては、４月以降順次ご報告させていた

だいているとおりであります。 

 ３番目には、新市建設計画を策定いたしました。合併後の新しいまちづくりのためのマ

スタープランといたしまして、将来のビジョンや施策の方向性等を示し、まちづくりの基

本的な指針として策定したものであります。 

 ４番目には、住民説明会を開催いたしました。合併協議の状況と合併までのスケジュー
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ル、新市建設計画（案）の説明を行ってまいりました。１市２町、行政単位ごとに２３会

場で開催をいたしました。参加者数並びに質問等の状況は報告資料のとおりであります。 

 ５番目には、合併協議会だよりの発行やホームページの開設による情報の提供を行いま

した。内容につきましては資料のとおりであります。なお、配布体制は各市町の広報紙の

配布日及び体制に合わせて各世帯に配布いたしましたが、配布には、自治会長さんには大

変なご協力をいただいております。 

 ６番目には、事務事業実態調査を実施いたしました。１市２町の組織、事務事業の現況

の把握、課題、問題点の洗い出し、及びその整理、調整方針（案）の検討を行い、合併協

議会における合併協定項目の協議に向けた資料作成を行いました。事務事業一元化に向け

ての例規整備並びに電算システム調査、分析委託等につきましては、報告資料のとおりで

あります。 

 ７番目には、合併協議会等先進地資料、情報収集及び調査研究ということで、資料にあ

りますように、島根県安来市を視察いたしました。その後の合併協議会の運営に大変参考

となりました。 

 次に、視察受け入れ状況でありますが、報告資料にありますように、県外から議会議員

の皆様、また報道関係者の方が視察研修に訪れました。特に議会議員の定数及び任期の取

扱いにつきましては、厳しい財政事情の中で、在任特例や定数特例等の特例措置を使わず

合併後５０日以内で設置選挙を行い、あらかじめ定める定数を２４人とする。また、選挙

区も全市域で一選挙区と判断されたことはまさに画期的なことであり、すばらしい判断で

あるとのご意見をいただいております。 

 ８番目には、新市の市章については、デザイン関係の専門知識を有する者が作成した図

案をもとに、合併協議会において、新市にふさわしい市章を選定する確認内容に基づきま

して、香川県デザイン協会に委託をいたしました。 

 新市にふさわしい市章の選定につきましては、先の合併協議会でご報告いたしておりま

すとおりであります。 

 ９番目には、平成１７年１月２７日午後１時３０分より、大野原町総合福祉会館におき

まして、新市誕生に向けての歴史の第一歩となりました合併協定調印式を開催いたしまし

た。多くの皆様が見守る中厳粛に、そして盛大に合併協定調印式が行われました。 

 これを受けまして、１０番目でありますが、３月８日に開催されました１市２町の３月

議会に、廃置分合に関連する４議案を提案させていただき、観音寺市、大野原町、豊浜町
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では３月８日、議会でそれぞれご審議いただき、原案可決をいただきました。３月８日の

各議会の議決を受けまして、３月９日、１市２町の市長、町長が県知事に関係書類を添え

て廃置分合申請書を提出いたしました。 

 以上、廃置分合の手続につきましては、報告資料のとおりであります。 

 １１番目には、その他必要な合併に関する調査研究ということで、国、県との調整のほ

か、必要な事項を適宜実施してまいりました。 

 以上が平成１６年度観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会の事業報告であります。 

○議長 ただいま事務局より報告第４４号につきまして説明がありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第４４号平成１６年度観音寺市・大野原町・豊

浜町合併協議会事業報告につきましては、報告がありましたとおり承知いただいたものと

します。 

 次に、報告第４５号平成１６年度観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会歳入歳出決算

の認定につきまして、事務局長より説明を願います。 

○大木事務局長 続きまして、報告第４５号平成１６年度観音寺市・大野原町・豊浜町合

併協議会歳入歳出決算の認定について、私の方からご説明を申し上げます。 

 恐れ入りますが、１６ページをお開きいただきたいと思います。 

 事項別明細書に従ってご説明をさせていただきます。 

 まず、歳入といたしましては負担金予算額４，８００万円、収入済額４，８００万円と

なっております。これは１市２町の負担金で、負担割合は均等割５０％、人口割５０％。

観音寺市が２，４１５万２，０００円、大野原町が１，２６０万８，０００円、豊浜町が

１，１２４万円でございます。 

 次に、県補助金予算額１，５００万円、収入済額１，５００万円となっております。こ

れは、市町合併促進支援事業費補助金でありまして、２年間で３，０００万円ということ

で、合併協議会に対する県の財政的支援措置でございます。補助率は補助対象経費の２分

の１となっております。１６年度はそういうことで１，５００万円となっております。 

 次に、諸収入でございますが、予算額５，０００円、収入済額５０６円でございます。

これは預金利子、コピー代金でございます。 

 歳入合計といたしまして、予算額６，３００万５，０００円、収入済額６，３００万５
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０６円となっております。 

 １７ページをお開きいただきたいと思います。 

 歳出といたしまして、運営費、事業費、予備費とありまして、運営費は会議費と事務費

に分かれております。 

 最初、会議費でございますが、予算額３１２万５，０００円で、支出済額が１３９万

７，０８３円となっております。内訳といたしまして、報酬が２１万６，５５０円、これ

は毎月開催されました合併協議会１２回行われましたが、その学識経験の委員さん、監査

委員さん等の報酬でございます。役務費が４６万３，８４５円、これは会議録のテープ起

こし、筆耕翻訳料でございます。 

 次に、使用料及び賃借料といたしまして７１万６，６８８円、これは会議のときの録音

機器の借り上げ料でございます。 

 次に、事務費といたしまして、予算額が３，８７６万５，０００円、支出済額が２，７

９１万５，１９６円となっております。内訳といたしまして、職員手当３４万２，７７９

円、これは職員の時間外手当でございます。報償費といたしまして４，９３５円、これは

視察先への謝礼でございます。 

 次に、旅費といたしまして３万５，０８６円、これは職員の普通旅費でございます。需

用費といたしまして５６６万９２９円、これは会議用の用紙代、合併協議会だよりの印刷

代、合併協定書の印刷代等でございます。また、需用費を役務費、備品購入費へ流用させ

ていただきました。 

 次に、役務費でございますが１０１万３，００７円です。これは郵送代や電話代でござ

います。 

 次に、委託料でございますが１１３万９７６円、これはホームページ作成とか更新の委

託料、プリンター保守委託料等でございます。 

 使用料及び賃借料ですが６１６万８，０４０円、これは自動車、電話、ファクス、パソ

コン、印刷機、コピー機とか、会場借り上げ料等の各種機器の借り上げ料でございます。 

 備品購入費でございますが１１万６，１５９円、これは事務所の備品を整備させていた

だきました。当初、存目で１，０００円予算計上しておりましたが、需用費より流用させ

ていただきました。 

 負担金補助及び交付金といたしまして１，３４４万３，２８５円、これは県職員派遣負

担金、非常勤職員公務災害補償等組合負担金、臨時職員派遣負担金、事務所整備としての
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事務局準備経費等でございます。 

 以上が事務費でございます。 

 次に、事業費でございますが事業推進費といたしまして、予算額２，０６１万５，００

０円、支出済額が１，６７２万４，４５０円となっております。内訳といたしまして、旅

費として３２万８，１００円、これは２月に委員さん方が安来市の方に視察研修を行いま

して、そのときの旅費でございます。 

 次に、委託料でございますが、例規作成支援委託料１１５万５，０００円、新市建設計

画策定業務委託料９９７万５，０００円、電算システム調整委託料２４１万５，０００

円、ネットワーク調査・基本計画作成委託料１９９万５，０００円、新市市章デザイン提

案業務委託料５０万円の委託料１，６０４万円でございます。 

 次に、使用料及び賃借料といたしまして３５万６，３５０円、これは先ほど申し上げま

した視察のときのバス借り上げ料でございます。 

 予備費といたしまして５０万円、これは支出はいたしておりません。 

 歳出合計といたしまして、予算額が６，３００万５，０００円、支出済額が４，６０３

万６，７２９円となっております。 

 恐れ入りますが、１５ページにお戻りいただきたいと思います。 

 歳入合計で予算現額が６，３００万５，０００円、収入済額が６，３００万５０６円と

なっております。 

 歳出会計の方で予算現額が６，３００万５，０００円、支出済額が４，６０３万６，７

２９円となっております。 

 歳入歳出差引残額が１，６９６万３，７７７円となっております。この金額を繰越金と

させていただきますが、１７年度で、償還金利子及び割引料で、各市町に返還するように

予定をいたしております。 

 以上、平成１６年度観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会の決算の報告とさせていた

だきます。 

○議長 ただいま事務局から報告第４５号につきまして説明がありました。ご審議いただ

く前に監査委員さんから監査報告をいただきたいと思いますので、伊瀬監査委員さんよろ

しくお願い申し上げます。 

○伊瀬監査委員 皆さんこんにちは。どうもお疲れさんでございます。観音寺市代表監査

委員をしております伊瀬でございます。監査委員を代表いたしまして、平成１６年度観音
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寺市・大野原町・豊浜町合併協議会監査についてご報告を申し上げます。 

 去る６月８日に豊浜町の大廣監査委員さんとともに、大野原町役場２階会議室におきま

して、観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会規約第１６条第１項の規定に基づきまし

て、観音寺市・大野原町・豊浜町合併協議会の収入及び支出に関する帳簿、証拠書類、預

金通帳等により会計監査を厳粛に行いました結果、平成１６年度観音寺市・大野原町・豊

浜町合併協議会決算書のとおり適正にして正確に処理されておりましたことを、ここに御

報告を申し上げます。 

 以上で監査報告を終わります。 

○議長 どうもありがとうございました。 

 ただいま監査委員さんから報告がありましたとおりであります。 

 報告第４５号につきまして、何かご質問、ご意見ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第４５号平成１６年度観音寺市・大野原町・豊

浜町合併協議会歳入歳出決算の認定につきましては、報告がありましたとおりご承知いた

だいたものといたします。 

 ここで伊瀬監査委員さんが公務のため退席されますので、どうもありがとうございまし

た。 

 次に、報告第４６号「新市例規集」作成支援業務委託契約の締結につきまして、調整班

長より説明願います。 

○事務局 失礼いたします。事務局調整班長の好川でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、報告第４６号「新市例規集」作成支援業務委託契約の締結につきまして、ご

説明申し上げます。 

 恐れ入りますが、資料の２１ページをお開きいただきたいと思います。 

 この業務につきましては、１６年度よりの引き続いての作業でございます。現在１市２

町で制定されております例規を整理、調査し、新市におきまして、施策及び業務の遂行に

必要な例規を作成することを目的としております。 

 契約につきましては随意契約、相手方は第一法規株式会社でございます。 

 期間につきましては、平成１７年４月１日から９月３０日まで、契約金額は１３６万

５，０００円、うち消費税及び地方消費税６万５，０００円でございます。 
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 業務内容でございますが、原案といたしまして第１次案、第２次案の作成、素案の作

成・入力、原案の修正等であります。現在は、第２次案につきまして整理に入ったところ

であります。そして、合併時における仮例規集の作成。また、新市におきまして、庁舎内

における例規検索システム構築を予定しておりますので、その基礎となりますデータベー

ス等の作成であります。 

 報告第４６号「新市例規集」作成支援業務委託契約の締結につきましては、簡単ではご

ざいますが以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 ただいま調整班長より報告第４６号につきまして説明がありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第４６号「新市例規集」作成支援業務委託契約

の締結につきましては、報告がありましたとおり進めさせていただきます。 

 次に、報告第４７号一般職の職員の身分の取扱いにつきまして、総務部会長より説明を

願います。 

○総務部会長 総務専門部会の合田でございます。よろしくお願いをいたします。 

 それでは、２２ページをお開き願います。 

 報告第４７号一般職の職員の身分の取扱いについてご説明を申し上げます。 

 ２３ページをお開き願います。 

 職員の給与（案）についてでございます。新観音寺市につきましては、右端の欄にお示

しをしております。 

 まず、給料表でございますが、行政職９級制、企業職給料表９級制ということで、後ほ

ど出てまいりますが、部長制を設けることにより、これまでの８級制から９級制を敷くこ

とにいたします。 

 初任給といたしましては、大卒２級２号給、短大卒１級５号給、高校卒１級３号給とい

うことで、現在の１市２町と同様でございます。 

 手当につきましては、扶養手当から住居手当以下勤勉手当まで、現在の観音寺市と同様

でございます。また、次の退職手当制度につきましても、観音寺市職員の退職手当に関す

る条例に基づき支給されるということで、現在の観音寺市と同様でございます。 

 ２４ページをお開き願います。 

 職の名称（案）でございます。新観音寺市、一番右端でございます。吏員と吏員以外の
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職に分けてございます。吏員につきましては、部長、支所長、課長、局長、主幹、所長、

室長、課長補佐、局長補佐、支所長補佐、所長補佐、副主幹、主査、総括技術員、係長、

主任、主任技術員、主事、技師、保育士、栄養士、技術員としております。これまでの観

音寺市の職名に準じてまとめました。わかりやすく統一したつもりでございます。 

 吏員以外の職につきましては、事務員、技術員、保育士、栄養士となっております。 

 ２５ページをお開き願います。 

 級別職務分類表（案）でございます。一番右端が新観音寺市でございます。１級から９

級、今回新たに部長を敷くということで、９級のところに「部長の職務又はこれに相当す

る職務」というふうに設けております。基本的に、１級から８級までは観音寺市の分類表

と同じであります。中で一部、４級、５級、６級につきまして、文字が、４級で例えて申

しますと、「主任、主事若しくは主任技師」というところが「主任」に、５級で、同じく

「主任主事若しくは主任技師」とあるのが「主任」に、６級で「総括主査」とあるのが

「主査」というふうに変えてございます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。 

○議長 ただいま総務部会長より報告第４７号につきまして説明がありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第４７号一般職の職員の身分の取扱いにつきま

しては、報告がありましたとおり承知いただいたものとします。 

 次に、報告第４８号特別職の職員の身分の取扱い（その１）につきまして、総務部会長

より説明を願います。 

○総務部会長 それでは、報告第４８号特別職の職員の身分の取扱い（その１）について

ご説明を申し上げます。 

 恐れ入ります。２７ページをお開き願います。 

 特別職報酬等一覧表でございます。区分の次に、新観音寺市を示しております。左の方

で、住民基本台帳人口、職員数とあります。以下、報酬月額といたしまして、市長、助

役、収入役、教育長、議長、副議長、議員、全議員数が、新たに今回２４となってござい

ます。 

 次に、期末手当、その他手当となっております。新しい観音寺市につきましては、現在

の観音寺市の金額と同様にしております。手当等も同様でございます。これまで類似団体
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等を参考にいろいろ検討してきた結果、こういうふうになりました。 

 それで、現在の観音寺市におきましては、金額はこの金額でございますが、実際の支給

額は１割カット、約１０年前から１割カットと聞いております。 

 参考までに、次のページ２８ページにおきましては、県内の各市の金額等をお示しして

おります。 

 また、その次の２９ページにおきましては、全国の類似団体１４団体の報酬額等をお示

ししておりますので、また後ほどご覧になっていただいたらと思います。 

 次に、３０ページをお開き願います。 

 特別職の報酬・費用弁償（案）についてでございます。これは、地方自治法第１８４条

の５に定める行政委員会の委員でございます。左側でお示ししているように、教育委員会

委員、あと選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産

評価審査委員会委員等がございます。金額的には、一番右が新観音寺市となっておりま

す。 

 基本的に、これも現在の観音寺市と同じ額となっております。一部、固定資産評価審査

委員会委員につきましては、現在の７，１００円を７，０００円にいたします。それと、

選挙関係の手当でございますが、選挙管理委員会委員長が市長と協議して定める額と定め

ております。これは、他の委員とのバランスを考慮する必要があるということで、こうい

う書き方にしております。基本的に、すべて現在の観音寺市と同じということでございま

す。 

 それと、１０月１１日からの市長職務執行者の給与等につきましては、観音寺市長職務

執行者の給与及び旅費に関する条例を定めまして、観音寺市長等の給与及び旅費に関する

条例に規定する市長の例により執行するものといたします。 

 以上、簡単ですが説明にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長 ただいま総務部会長より報告第４８号につきまして説明がありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第４８号特別職の職員の身分の取扱い（その

１）につきましては、報告がありましたとおり承知いただいたものとします。 

 次に、報告第４９号国民健康保険事業の取扱いにつきまして、住民部会長より説明を願

います。 
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○住民部会長 失礼します。住民部会長の合田でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、３１ページの報告第４９号国民健康保険事業の取扱いについてご説明申し上

げます。 

 恐れ入りますが、３２ページに調整方針、調整結果をお示ししておりますので、お開き

願います。 

 国民健康保険事業の取扱いにつきましては、昨年の８月２６日第７回の合併協議会にお

きまして提案され、ご確認をいただいているところでございますが、そのうち、合併時ま

でに調整すべき事務事業といたしまして、各種保健事業における一日人間ドック及び国民

健康保険運営協議会に関する取扱いの２件について調整が整いましたので、ご報告申し上

げます。 

 まず、一日人間ドックについてでございますが、現在観音寺市と豊浜町におきまして、

お手元の会議資料のとおり実施されております。対象者、年齢制限、自己負担額、委託先

については、それぞれ若干の差異がございます。このような現況を踏まえ、調整結果とい

たしましては、対象者につきましては、国民健康保険に加入している者、年齢につきまし

ては３５歳以上７０歳未満、また委託先につきましては三豊総合病院にお願いすることと

し、同病院におきまして、対応可能な人数をもって当該年度の受検者とさせていただきま

す。 

 なお、自己負担金につきましては、先の調整方針におきまして、「新市において速やか

に再編調整する。」とありますとおり、平成１７年度事業が既にスタートしている関係

上、新市におきまして１８年度より統一できるよう、現在、整理、調整を図っている最中

でございますので、ご了解をいただければと思います。 

 続きまして、国民健康保険運営協議会についてでございますが、委員構成につきまして

は、国民健康保険法施行令第３条第１項によりますと、被保険者を代表する委員、保険医

または保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員について、おのおの同数をもっ

て組織することになっております。これにつきましては、現在、それぞれ観音寺市５人ず

つ、大野原町４人ずつ、豊浜町３人ずつでございます。また、同施行令第３条第２項によ

りまして、被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができることとなっ

ておりますが、現在観音寺市におきまして、被用者保険等保険者を代表する者として、２

人の委員が加わっております。 
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 調整結果といたしましては、被保険者を代表する委員、保険医または保険薬剤師を代表

する委員及び公益を代表する委員、各々５人ずつ、さらに被用者保険等保険者を代表する

委員２名を加えまして合計１７人より構成することといたしております。運営協議会の活

動といたしましては、原則として定例会を年１回、２月に開催し、さらに条例改正等の必

要に応じて随時会議を開催するなどの活動をしてまいりたいと考えております。 

 以上、報告第４９号国民健康保険事業の取扱いについてのご報告を終わらせていただき

ます。よろしくお願い申し上げます。 

○議長 ただいま住民部会長より報告第４９号につきまして説明がありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

 はい。 

○藤田委員 観音寺の藤田であります。 

 ただいま説明を受けました国民健康保険の事業でありますけれども、平成１７年度の事

業が既に出発しておるから１８年度からということでありますが、具体的にいつからです

か。 

○住民部会長 １７年度としては、豊浜町、観音寺市さんとも、もう現在実施しとりま

す。１８年度当初からということで聞いておりますけれども。 

○藤田委員 １８年３月の。 

○住民部会長 いやいや、４月。 

○藤田委員 ４月から……。 

○住民部会長 はい。 

○藤田委員 じゃ、４月からは統一した金が出るけれども、それまでは……。 

○住民部会長 実質という、はいはい、そうです、はい。 

○藤田委員 そうですね、利用料金がするけど、それまではこのままでいくということで

すね。現状のままで。 

○住民部会長 そうです。 

○藤田委員 ばらついたままで。 

○住民部会長 もう１７年度としてはもう行っておりますので、１８年度から、改めて。 

○藤田委員 ということは、合併後このばらつきがあるのもやむを得ないということなん

ですか。 

○住民部会長 いやいや、調整は今、しております。 
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○藤田委員 もう一度詳しく言うて。平成１７年度で事業を出発しとるから、１８年度で

調整統合するというんでしょ。予算的には、今１８年４月からということになりますが、

じゃその間の例えば１０月から４月までの間はどういうふうになる。 

○住民部会長 もう終わってます。もう実施しても支払いは  ……。 

○藤田委員 具体的に金額どうなるんですか、それは。例えば今言うと、一日の人間ドッ

クの値段が違いますよね、ばらつきがあると思います。どうでしょうか。 

○住民部会長 それは、負担額といたしましては今観音寺市さんが１万円、自己負担が１

万円と、ああ、子宮がん検診を受ける場合には１万１，０００円、お手元に資料あります

が、それと豊浜町では自己負担額は４，０００円と、子宮がん検診受ける場合に合わせ

て、受ける場合には５，０００円ということで、１７年度については、もう希望者を募っ

て三豊病院で行っております。その差につきましては、鋭意今、分科会等で調整を図って

おります。 

○藤田委員 ちょっともう少し具体に、調整を図っておるというのは、要するに差額につ

いては返すというんですか。調整を図っておるというのわかります。 

○住民部会長 負担額です。自己負担額については、まだ決定はしておりません。 

○藤田委員 決定してない。 

○住民部会長 はい。鋭意努力、今分科会で検討しております。 

あっ、すいません。もう決定して検診は終わっています。１７年度としては検診は終わっ

てますんで。 

○藤田委員 もう対象者がいなくて終わってるということなんですか。 

○住民部会長 はい。 

○藤田委員 事業そのものが終わってるという理解でいいんですか。 

○住民部会長 はい。 

○藤田委員 わかりました。 

 次の分の今言った国民健康保険の運営協議会でありますけれども、条例改正に伴う分で

随時ということでありますけれども、具体的に条例改正というのは何ですか、これ以外の

ことで。人数については、今わかりました。こういう方針でありますということで、それ

ぞれの委員について、こういう人数でやりますということでありますが、説明などで、条

例改正に伴って随時開催をするというのは、何が条例改正に伴って随時開催する事項です

か。 
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○住民部会長 今回も新聞等で、倉敷で、国保のことで、地方税改正しますと、国保税も

当然改正となります。それで、例えば市民税の改正、固定資産の改正、国民健康保険税の

改正、別々に改正ございます。それで、運営協議会におきましても条例改正のご説明をし

てご承認をいただいているところでございます。 

○藤田委員 少し、後で勉強させてください。私わからなかったけど、いいです。 

○議長 ほかにございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第４９号国民健康保険事業の取扱いにつきまし

ては、報告がありましたとおり承知いただいたものとします。 

 次に、報告第５０号各種事務事業（広聴広報・情報公開関係）の取扱い（その１）につ

きまして、企画部会長より説明を願います。 

○企画部会長 失礼します。企画部会の藤田でございます。どうぞよろしくお願いをいた

します。 

 それでは、報告第５０号各種事務事業（広聴広報・情報公開関係）の取扱い（その１）

につきましてご報告を申し上げます。 

 恐れ入りますが、３４ページをお開き願いたいと思います。 

 この表につきましては、左の方から項目ごと、それから各市町別の現状、右端に調整結

果をお示ししてございますので、ご覧をいただいたらと思います。 

 広聴広報関係につきましては、第３回の合併協議会におきまして、上段の方にございま

すように、まず第１点、広報紙、ホームページにつきましては、合併時までに調整し、新

市において、新たに発行・作成するものとする。 

 第２点目が、相談業務等につきましては、合併時までに調整し、統一するものとする。 

 第３点目、ケーブルテレビ放送については、合併時までに調整、統一し、オフトーク通

信については、新市において調整するものとするというふうに調整方針をご確認をいただ

いておるところでございます。 

 調整結果といたしまして、まず広報紙についてでございますが、新市の広報「観音寺」

として毎月１回、Ａ４判で２万１，２００部を発行の予定でございます。配布につきまし

ては、現行のとおり、自治会を通じまして加入世帯へご配布をお願いすることとし、公共

施設等は職員が配布し、市外の公共機関等へは郵送の予定でございます。 

 次に、ホームページについてでございますが、合併時に新市のホームページを開設し、
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市行政情報等を掲載してまいります。内容につきましては、情報入力は各課入力といたし

まして、随時更新の予定といたしております。また、半年間につきましては、旧の市町の

ホームページにリンクできる予定でございます。 

 次に、相談業務についてでございますが、現行のとおり、新市におきましても実施をし

てまいります。観音寺地区は委員２名により毎月第１、第３金曜日に、大野原地区につき

ましては、委員１名により毎月第３木曜日に、豊浜地区におきましては、委員１名により

毎月第３火曜日に実施の予定でございます。また、地区懇談会につきましては、現在は観

音寺市のみの実施でございますが、新市におきましてもこれまで同様開催を予定してまい

ります。 

 最後に、ケーブルテレビ放送についてでございますが、合併時に新市のケーブルテレビ

放送としてチャンネルを一本化いたしまして、三豊ケーブルテレビ株式会社への委託によ

り、市行政情報の提供を行ってまいります。 

 情報入力につきましては、インターネットを利用した各課からの入力を予定いたしてお

ります。 

 また、オフトーク通信につきましては、現行のとおり大野原町にて実施をし、新市にお

いて調整するものでございます。 

 以上、各種事務事業（広聴広報・情報公開関係）の取扱い（その１）につきましてのご

報告を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長 ただいま企画部会長より報告第５０号につきまして説明がありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第５０号各種事務事業（広聴広報・情報公開関

係）の取扱い（その１）につきましては、報告がありましたとおり承知いただいたものと

します。 

 次に、報告第５１号各種事務事業（保健・衛生関係）の取扱いにつきまして、健康福祉

部会長より説明をお願いします。 

○健康福祉部会長 健康福祉部会長の石川でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、報告第５１号各種事務事業（保健・衛生関係）の取扱いについてご報告申し

上げます。 
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 会議資料の３５ページをお開き願います。 

 保健・衛生関係の取扱いにつきましては、昨年の７月２２日、第６回の合併協議会にお

いて提案され、ご確認をいただいたところでございますが、そのうち合併時までに調整す

べき事務事業として、妊婦・乳児健康診査受診票交付事務について調整が整いましたので

ご報告申し上げます。 

 妊婦・乳児健康診査受診票につきましては、お手元の資料３６ページにございますとお

り、妊婦一般健康診査、３５歳以上の妊婦を対象とする超音波検査及び乳児一般健康診査

の受検のため、交付をされております。 

 交付枚数につきましては、超音波検査、乳児一般健康診査については同数でありまし

て、１市２町間で差異が見られないことから、現行のとおり新市に引き継ぐことといたし

ますが、妊婦一般健康診査につきましては、観音寺市が４枚、大野原、豊浜町が５枚とい

った差異がございますので、調整をさせていただきました。 

 妊婦一般健康診査受診票につきましては、母子手帳交付時に、母子保健ガイドブックと

合わせて交付され、医療機関での一般健康診査の実施により、妊婦等の健康の向上を図る

目的により実施をされております。 

 当該事業につきましては県の補助制度を活用しておりまして、交付枚数のうち２枚が補

助事業の対象として措置され、それに上乗せする形で市町が単独事業として、２または３

枚交付をいたしております。 

 このような状況を踏まえ、調整結果といたしましては、新市におきましては観音寺市の

例により、合併時以降の母子手帳発行時より受診票４枚を交付することといたします。 

 なお、単独県費補助事業につきましては、平成１８年４月１日受診分より廃止をされる

見込みでございますことから、１８年度よりの事業のあり方につきましては、引き続き検

討してまいりたいと考えております。 

 報告第５１号各種事務事業（保健・衛生関係）の取扱いについては以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長 ただいま健康福祉部会長より、報告第５１号につきまして説明がありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

 はい、どうぞ。 

○藤田委員 直接この議題にかかわりませんけれども、周辺でありまして大変恐縮をする

んですが、皆さんいらっしゃいますのでお伺いをしたいと思いますが、端的に言うと観音
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寺市で、今度この議会で、介護保険の、在宅の場合に１割負担になりました分について、

ある程度市が、一般会計から出して補助をしたらどうかという議案が出そうなんでありま

す。 

 で、お伺いするんですが、賛否別にしまして、係の方じゃなくて町長さんにお伺いした

いんですが、合併時までにそういうような動きがあるかどうかだけを確認したいと思うん

ですが、いかがでしょうか。２町の町長さんにお願いします。 

○議長  うちは動きがございません。 

○藤田委員 あ、そうですか。 

○佐伯副会長 うちもありません。 

○藤田委員 あ、そうですか。ありがとうございました。聞いて、少し安心いたしまし

た。 

○議長 ほかにございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第５１号各種事務事業（保健・衛生関係）の取

扱いにつきましては、報告がありましたとおり承知いただいたものとします。 

 次に、報告第５２号各種事務事業（下水道等事業関係）の取扱いにつきまして、上下水

道部会長より説明をお願いします。 

○上下水道部会長 失礼いたします。上下水道部会長の石井でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、報告第５２号各種事務事業（下水道等事業関係）の取扱いにつきましてご報

告申し上げます。 

 会議資料の３７ページをお開き願います。 

 各種事務事業（下水道等事業関係）の取扱いにつきましては、昨年８月２６日開催の第

７回合併協議会におきまして確認をされております。そのうち、合併時に統一するまたは

合併時に再編統一する４件につきまして調整が整いましたので、ご報告するものでござい

ます。 

 まず、公共下水道使用料についてであります。会議資料３８ページをお開き願いたいと

思います。 

 現在、公共下水道事業が整備、また進捗いたしておりますのは観音寺市のみでございま

す。合併後に新たに下水道整備区域が認可され、供用開始された場合に料金を統一してお



- 19 - 

く必要から、観音寺市の例により統一いたしました。 

 調整結果につきましては、３８ページ、右の調整結果の表のとおりであります。 

 次に、水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給制度でありますが、会議資料３９ペ

ージ及び３８ページであります。下水道法では、下水処理区域内におきまして、汲み取り

便所が設けられている建物を所有する者は、下水道の供用開始後３年以内に、その便所を

水洗便所に改造しなければならないというふうに定められております。同じく、これを援

助するため、市町の努力規定も同法に明記されております。 

 これらの資金の融資あっせん及び利子補給制度はこの規定に基づきまして、速やかな水

洗便所への改造を推進し、水洗化率を高め、使用料を早期に回収し、下水道事業経営の独

立採算制の確保、下水道経営の安定化、また健全化を図るため、現在観音寺市においても

制度化されているものであります。これについても合併時に統一しておき、新市全域を網

羅するため、観音寺市の例によりまして統一いたしました。 

 調整結果につきましては、利子あっせんの対象及び資格、融資あっせん額、融資条件、

利子補給などにつきましては、３９ページ及び４０ページ右の調整結果のとおり、下水道

処理開始の日から３年以内に行う改造工事で、改造工事１件につき１０万円以上５０万円

までとし、補償償還額は改造工事１件につき毎月１万２，５００円、利子補給につきまし

ては、予算の範囲内において、利子の全額を補給するということにしております。 

 詳細につきましては、３９ページ及び４０ページの調整結果をご覧ください。 

 次に、農業集落排水施設整備事業でありますが、会議資料４１ページ及び４２ページを

お開き願いたいと思います。 

 現在は、大野原町、豊浜町において実施をいたしております。大野原町では、平成１６

年度に田野々地区が、豊浜町におきましては平成５年度に院内地区、平成１２年度に本村

地区がそれぞれ供用開始されております。 

 また、使用料につきましても、大野原町、豊浜町差異はございません。新市におきまし

ても、料金体系、また経理関係も含め調整結果のとおり、合併時に統一するものでありま

す。 

 調整結果といたしましては、新規加入者につきましては、加入負担金といたしまして１

公共枡当たり１５万円、使用料金につきましては、会議資料４１ページ右の調整結果のと

おりでございます。 

 続きまして、合併処理浄化槽設置整備事業についてでございますが、会議資料４３ペー
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ジをお開き願いたいと思います。 

 浄化槽のうち、し尿とあわせて雑排水を処理する合併処理浄化槽を設置する場合、その

規模に応じて補助金を交付する制度であります。 

 調整結果につきましては右の調整結果のとおりであり、一般的な住宅に設置されます５

人槽から９人槽につきましては、国の基準額に単独補助を上乗せして調整することといた

します。賃貸住宅など集合住宅などに設置されます１０人槽以上につきましては、１０人

槽と同額の補助金として調整をいたしました。 

 人槽ごとの調整結果につきましては、４３ページ右の調整結果にお示ししてありますと

おりでございます。 

 以上、報告第５２号各種事務事業（下水道等事業関係）の取扱いにつきましてのご報告

を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長 ただいま上下水道部会長より報告が、第５２号につきましてありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第５２号各種事務事業（下水道等事業関係）の

取扱いにつきましては、報告がありましたとおり承知いただいたものとします。 

 次に、報告第５３号各種事務事業（農林水産事業関係）の取扱いにつきまして、産業経

済部会長より説明を願います。 

○産業経済部会長 失礼します。産業経済部会長の田中でございます。どうぞよろしくお

願いします。 

 それでは、報告第５３号各種事務事業（農林水産事業関係）の取扱いについてご報告申

し上げます。 

 会議資料４４ページをお開きください。 

 各種事務事業（農林水産事業関係）の取扱いについて、別紙のとおり報告します。 

 各種事務事業（農林水産事業関係）の取扱いにつきましては、昨年５月２７日開催の第

４回合併協議会におきまして確認されております。 

 調整結果につきましては、会議資料４５ページから５２ページにお示ししております。 

 まず、農業振興関係でございます。会議資料４５ページをお願いいたします。 

 国庫補助事業、単独県費補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、

市町上乗せ分については、合併時に再編統一すると確認されております。農業振興関係の
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国庫補助事業、単独県費補助事業の市単独の上乗せ分については、国、県の補助要綱に定

められている義務的な市上乗せ以外の単独上乗せはしないことといたしました。ただし、

小規模土地基盤整備事業につきましては、生産基盤の整備の推進を図るため５％の上乗せ

をし、機械施設整備等のその他の事業につきましては、平成１７年度申請分に限って、従

来どおりＪＡ関係５％、その他につきましては４％の上乗せをすることとし、平成１８年

度申請分より廃止することといたしました。 

 次に、会議資料４６ページ、有害鳥獣駆除関係でありますが、有害鳥獣駆除関係につい

ては、合併時に再編統一すると確認されております。現在、大野原町、豊浜町で実施いた

しております有害鳥獣駆除用罠具購入補助金及び狩猟免許取得時の補助金につきましては

合併時に廃止することとし、被害対策用ネット等設置事業につきましては、資材購入価格

の３分の１もしくは３万円以下、いずれか低い方、年１回の補助を限度とする大野原町の

例により統一することといたしました。 

 続きまして、会議資料４７ページ、土地改良事業関係ですが、国庫補助事業につきまし

ては、現行のとおり新市に引き継ぐ。市町上乗せ分については、継続事業は現行のとおり

引き継ぎ、新規事業については、合併時に再編調整すると確認されております。 

 まず、団体土地改良事業等の国庫補助事業につきましてでありますが、国、県、市の補

助金の合計額が全体事業費の８５％を超えない範囲内で、１０％以内の市上乗せ補助を行

うことといたしました。ただし、国庫補助事業においての事業費負担率は、国が定めたガ

イドラインによるものといたします。 

 資料の中で一番左の方ですが、観音寺市の団体基盤促進事業ということで、県の補助率

が１０％となっとります。大野原、豊浜の欄は、県の補助が２５％となっとります。この

違いですが、これは基盤整備促進事業の中で、２つ以上の事業種目を取り組んだ場合には

２５％、１つだけの単独にした場合には１０％という定めがございます。そういうこと

で、数字の補助率の違いがございます。 

 続きまして、会議資料４８ページ、単独県費補助事業についてであります。単独県費補

助事業については、合併時に大野原町の例により統一すると確認されております。単独県

費補助事業の一般上乗せ分については、観音寺市、大野原町、豊浜町それぞれ２０％以内

と同じでありますが、香川用水非受益地について、１，０００万円までの事業については

２０％以内、１，０００万円以上の事業については１０％以内の上乗せ補助をしておりま

す大野原町の例により統一することといたしております。 
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 続きまして、会議資料４９ページ、災害復旧事業でありますが、災害復旧事業について

は、合併時に再編統一すると確認されております。災害復旧事業につきましては、行政が

事業主体として取り組んでおります大野原、豊浜町の例により統一いたします。 

 続きまして、水産関係でございますが、漁港関係の占用料でありますが、漁港海岸の占

用料については、合併時に観音寺市の例により統一すると確認されており、会議資料５２

ページにお示しのとおり、観音寺市の例により統一することといたしております。 

 以上、報告第５３号各種事務事業（農林水産事業関係）の取扱いについてご報告終わり

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長 ただいま産業経済部会長より報告が、第５３号につきまして説明がありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第５３号各種事務事業（農林水産事業関係）の

取扱いにつきましては、報告がありましたとおり承知いただいたものとします。 

 それでは、もう１時間済みましたんで、ここで暫時休憩いたします。それでは、４５分

に再開いたします。よろしくお願いします。 

         

（休憩 午後２時３５分～ 午後２時４５分） 

         

○議長 それでは、再開させていただきます。 

 自分だけ涼しいようにしとったんですけど、職員の方もひとつ、脱ぐ方は脱いでいただ

いたらと思います。どうぞ。 

それでは次に、報告第５４号各種事務事業（商工観光事業関係）の取扱いにつきまし

て、産業経済部会長より説明願います。 

○産業経済部会長 失礼します。 

 それでは、報告第５４号各種事務事業（商工観光事業関係）の取扱いについてご報告申

し上げます。 

 会議資料５３ページをお開きください。 

 各種事務事業（商工観光事業関係）の取扱いについて、別紙のとおり報告します。 

 各種事務事業（商工観光事業関係）の取扱いについても、昨年５月２７日開催の第４回

合併協議会におきまして確認されております。 
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 まず、商工業の融資関係でありますが、市町単独事業については、観音寺市の例により

統一すると確認されております。 

 最初に、四国労働金庫貸付事業でありますが、会議資料５４ページ、右の調整結果を見

てください。貸付事業の原資として、四国労働金庫に貸し付けることによって、勤労者福

祉の増進の基金として積極的に活用し、勤労者の生活資金などの円滑な供給を図り、勤労

者の福祉の充実に努めるということを目的とし、預託期間１カ年、預託利率０．０２％

で、四国労働金庫に貸し付ける事業であります。 

 次に、会議資料５５ページ、小売商業近代化資金融資預託事業でありますが、香川県信

用保証協会へ融資原資を預託し、地元小売業者が店舗の新増築・改築等を行う場合に融資

を行い、近代的な店舗づくりを推進することを目的とし、預託期間１カ年、預託利率０％

で、市内で１年以上居住し、会議資料５５ページの調整結果の要件を備える者に対して、

設備資金を融資するものであります。 

 次に、会議資料５６ページ、中小企業融資保証料助成事業でありますが、中小企業融資

完済者に対して保証料を助成するものであり、保証料助成金としましては、中小企業融資

は年利０．９３％以内、同和対策小規模事業融資完済者に対しては、年利０．８３％以内

の保証料を助成するものであります。 

 次に、会議資料５７ページ、中小企業融資審査委員会でありますが、中小企業融資審査

委員会については、合併時に再編統一すると確認されております。 

 右の調整結果のとおり、市議会議員４名、金融機関６名（百十四銀行、観音寺信用金

庫、香川県信用組合、四国銀行、香川銀行、中国銀行）、商工団体３名（観音寺商工会議

所、大野原町商工会、豊浜町商工会）の１３名で構成することといたしました。 

 続きまして、会議資料５８ページ、商工業の振興といたしまして、商店街等活性化促進

事業については、新市において観音寺市の例により実施すると確認されております。この

商店街等活性化促進事業は、商店街等の活性化を図るために実施する事業を行うとする商

店街団体に対して補助を行うものでございます。市内商店街の活性化を図り、地域小売商

業の振興に寄与することを目的とし、補助事業限度額が１００万円以内とし、補助率は２

分の１で、最高が５０万円です。 

 以上、報告第５４号各種事務事業（商工観光事業関係）の取扱いについてご報告を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○議長 ただいま産業経済部会長より報告第５４号につきまして説明がありました。 
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 何かご質問、ご意見ございませんか。 

 はい、どうぞ。 

○美藤委員 観音寺の美藤です。 

 別に行政の云々、この合併云々より、この商工会議所は法人格が違うし、観音寺と、ま

た豊浜さん、大野原さんもこれ会長さんが見えとんですが、我々素人考えですが、できる

ことなら、今の５８ページの事業等も見ても、これ何かの方法で一緒になれるんか、なれ

るというんか、普通、そこらがわかりにくいんやけど、なれたらこういうような事業が進

みよいんでなかろうかという気がしてならんのんで、どんなんかなあと思うてちょっと進

める、調整のその部門の方の話の中で、何か方法がなかったかなあという感じがするん

で、お聞きしたらと思います。 

○議長 それでは、ちょうどおられるんで、森さんと合田さんの方でひとつ……。 

○森委員 法人格からして違うんで……。 

○美藤委員 そりゃ承知して知っとるけど、できることなら、こういう５８ページにのっ

とる事業等を進めりゃ一つの核になって一つになった方が大きく事業が進むんでなかろう

かという素人判断で、できないかという気がしとんです。 

○森委員 というのは、商工会。 

○美藤委員 会議所と商工会というのは難しいんかなあ。 

○森委員 商工会議所と商工会。会議所と違うからな。会長が一緒になったらええんじゃ

ないかという。 

○美藤委員 はい、そういうことです。 

○森委員 これは大分議論もあれしとるところですけども、要は補助金問題というたら、

商工会と会議所に補助金がずっと出まして、会議所、これ補助金はありますけども、今

回、今度は、商工会議所の会議の会員の中から何人出しておるという。商工会というの

は、今の段階で出すと設置基準によって、豊浜の本来もやはり全部、県の職員の２年給の

号給というのか、全部補助金していただいている、こういうことになっておりますので、

結局全部に商工会議所と商工会というようにひとつになるとその経費に、経費というか人

件費が要るもんですから、どうしたらええかという問題は、恐らく会議所でも、知らない

人は簡単に言うんですけど、そのこと初めに言っとたらええですけども。そのことを説明

すると大変だなあという感じがある。そしたら、できた方がええかもしれんけど、将来的

に、国の指導等も会議所といったり、しだいにするとは思いますけれども。 
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今の段階では、私個人的には一緒でという形になると、どういう格好になるかというの

は、また皆さんといい方向を目指さないかんなというふうに思いますけども、端的に言う

と、商工会と商工会議所の会員の会議がもう全然違いますから、大野原、豊浜とが一緒に

なったときどうなるんだということですね。機会はございますけども、恐らく大野原で言

いますと、経営者協会というのがあるんですけれども、その人たちぐらいにしか、会議所

になった場合に入りませんよという。要は、今５０人おるんだけど、恐らく４０名前後に

なると思う。そのあと、急遽そうなったと言うてみたらあそこの青色申告、青色申告をそ

れぞれ１００、５０社を済ましたとか。非常に商店街の活性化の案が、もう当然どうする

んだといったときはしよいんですけど。商店街全部大野原、もう違います。違いますか

ら、そういう場合、商店街活性化するために、補助金を市に対して出せというぐらいの元

気はあろうじゃないかという、あるいはすぐそんだけのもんをつくっていただいておるけ

ども、今までの状況だと思いますし、恐らく融資制度の問題にしたって、恐らくもう会員

が大野原の条例にしとる節があるけども、恐らく、私の具体的に出て審査したろうという

ふうではありませんでした。その問題全然ないがというんですか、それがあるぐらいだっ

たらいいんですけど、非常になくなって、じゃ今度逆に商工会内の融資制度あるいは求職

融資制度仮にありますけども、ちょっと調べてうちも借りたいという人はいないので、

我々非常に心配しておる。心配というか、もう大変だなという感じを受けております。大

変、今これ審議していただいておるかもしれん、まだまだ市に当面お願いし、決定という

形というのは実際だろうし大変だろうと。 

○美藤委員 今の現状はようわかりました。素人問題じゃな。できたら大きく観音寺市に

なると、観音寺市が大きくあるからな。できることなら、今同様の見りゃあわかったけ

ど、できることならそうなったら、またいいなということで、ちょっと疑問であったから

ちょっと質問しとったわけです。 

○森委員  単純に言うと合併しますよと。大野原と豊浜の職員の商工会議所が。 

あれ知らなかった。そんなら。そこに移っていくんだという。これ周囲も次々合併してい

くとこが、いったら皆さん認識してないですから、皆さんこれは大変だろうという形で。

これは一方では、そうすることによって、市からの補助が、商工会議所に余り出さんでえ

えようになるから、分配になるいう意見の人も私何人か聞きました。  

 そんな人はしれとるから、あとの、あんたら職員はどうしよんなえと。だけど、退職し

とったらええがなあと言ったら、どうして、あんなものはもうめったに、あんたの方で出
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さないといきませんやと。状態は今のところ、県にも諮って言うてます。ほんなら、４％

ぐらい、ちょっと今、これぐらいの問題でもできますよとか言ったってそれは商工会の会

員の給料が減るだけなんですから、そのことは町の職員も、できたらこれ町の職員、これ

はない。県の職員の給料が減った分だけ商工会の職員の給料も減るということですから、

その分だけ５％にしたり、４％になるんか５％になるんかは後で考えるだけ。何ぼしてと

いう話もあれしたところです。 

○美藤委員 はい、わかりました。 

○議長 合田さんは別に。 

○合田久仁男委員 はい。ちょっと報告させてもらいますが、これは基本的にもうこの法

律が、商工会議所と商工会というのはもう全然、今のところでは別建てというんですか。

今、森さんが言われるように、職員の給料は…。そしたら、会議所については、何か労組

の給与は入るから、給与のこともあるんですけれども、そして商工会、またどっちかとい

えば低財な、そしてまた…。そして、これいずれはこういった合併問題が全国的に行われ

ておるんで、いずれは法改正によって進むんでないかと思います。 

○議長 ほかにございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 それでは、ほかにないようでございますので、報告第５４号各種事務事業（商工

観光事業関係）の取扱いにつきましは、報告がありましたとおり承知いただいたものとし

ます。 

 次に、報告第５５号各種事務事業（建設事業関係）の取扱いにつきまして、建設部会長

より説明を願います。 

○建設部会長 失礼いたします。建設部会長の吉益でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、報告第５５号各種事務事業（建設事業関係）の取扱いにつきましてご報告申

し上げます。 

 会議資料５９ページをお開き願います。 

 各種事務事業（建設事業関係）の取扱いについて、別紙のとおり報告いたします。 

 各種事務事業（建設事業関係）の取扱いにつきましては、平成１６年７月２２日開催の

第６回合併協議会において確認されておりますが、その中で、合併時に再編統一するもの

と確認されております３件につきましてご報告するものであります。 
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 まず、道路認定関係でございますが、会議資料６０ページをお開き願います。 

 調整結果につきましては、右の調整結果にお示ししているとおりでございますが、その

中で、認定基準については、会議資料６４ページのとおり、観音寺市市道認定基準により

認定するものであります。その中で、特に第３条、第４条関係でございますが、第３条と

いたしまして、市道に認定する道路は法令、その他特別の定めがあるものを除き、次の各

号の一に該当するものとし、（１）といたしまして、路線が系統的で、起終点がそれぞれ

国道、県道または市道のいずれかに連絡しているもの。２番といたしまして、公共施設ま

たは公益施設に通じる道路で、国道、県道または市道のいずれかに連絡しているもの。３

番といたしまして、起終点の一端が、国道、県道または市道のいずれかに接続している循

環状道路もしくは他の道路に連絡している道路。４番目といたしまして、起終点の一端が

県道または市道のいずれかに接続して、他端部に自動車の回転可能な場所が設けられてい

る袋路状道路。 

 第４条といたしまして、市道に認定する道路の規格、構造の要件、敷地については、次

のいずれかに適合するものでなければならないといたしまして、まず１番目といたしまし

て、道路幅員が４メートル以上あるもの。次２番目に、道路の交差箇所は車両の通行に支

障がないよう、道路の幅員に応じたすみ切りを有するもの。３番目といたしまして、路面

及び構造物が良好で、道路と隣接地との境界が明確であり、維持管理に支障を生ずるおそ

れがないもの。４番目といたしまして、道路敷の所有権及び構造物を速やかに市に寄附で

き、他の権利の設定は係争のないもの。５番目といたしまして、道路の占用物件の配置箇

所が法令等に適合しているものとなってございます。 

 続きまして、急傾斜地崩壊防止対策事業でございます。 

 まず、会議資料６１ページをお開き願います。 

 この事業は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律による傾斜度が３０度以上

の急傾斜地の崩壊を防止するための単独県費補助事業により実施をされております事業

で、調整結果につきましては、右の調整結果のとおりでございます。この中で、市上乗せ

分につきましては９分の２、地元負担分については９分の１としてございます。これは県

費補助が３分の２ございまして、補助残金の３分の１のうちの３分の２、県の補助相当分

の９分の２を市の補助金とし、残りの３分の１、実質９分の１を地元負担金といたしてご

ざいます。 

 次に、道路占用料でございますが、会議資料６２ページ及び６３ページをお開き願いま
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す。 

 道路占用料につきましては、香川県道路占用条例を準用してございまして、市の区域、

町の区域からの適用でございましたが、合併後は全域市の区域となるため、観音寺市の例

により統一するものでございます。 

 以上、報告第５５号各種事務事業（建設事業関係）の取扱いについてご報告を終わりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長 ただいま建設部会長より報告第５５号につきまして説明がありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

 はい、どうぞ。 

○藤田委員 非常に初歩的な質問して恥ずかしいんでありますけれども、６４ページをお

開きをいただければと思いますが、市道の認定基準というところでありますが、１つだけ

お伺いします。まず、３条の第３項、「起終点の一端が国道、県道または市道のいずれか

に」、そこまでわかるんでありますけれども、「接続している循環状道路」というのを、

１つまず説明をいただきたい。 

 それから、「もしくは他の道路」というの、「他の道路」というのは何か、具体的にど

ういう道路を言うのかというのを説明いただければと思いますが、お願いします。 

○建設部会長 第３条の第３項でございますけど、起終点の一端が国道、県道または市道

のいずれかに接続して、循環状と申しますか、いわゆるぐるりと回ってもとのところへ帰

ってくるとか、もしくは他の道路、他とは主に農道、林道、具体的な例を挙げれば、その

ような道路と仮定してございます。 

○藤田委員 そうすると、もう重ねてお伺いしますけれども、市道でなくても道路法でな

い道路も含めてその他の道路という今説明ですよね。道路法の道路じゃないですよ。農道

は道路法の道路じゃないですよね。 

 それと、ある程度弾力的にですか、言葉は慎重に言いますけれども、弾力的につくとい

うことやな。 

○建設部会長 弾力的……。 

○藤田委員 市道ではなくても県道でなくて、それは道路法に言う道路ですよ。土地改良

の道路なんかは、道路法に言う道路じゃないですよね。要するに、端的なものは農道です

よね。そこへ接しておったら市道に認定できるというんだったら一端がしといて、普通は

こう考えるんです。行きどまりはだめでしょ。起終点から出て、市道から出て、ここでど
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んと行きどまりはだめ。ところが、途中まで、そっから農道になっとっても市道認定する

ぞというふうに読めませんか。そう、それはありがたいことですけれども。その他の道路

というのは、農道じゃったら道路法に言う道路じゃないでしょ。違うんかな。今、もし理

解が違ってたら言ってください。 

 それから、循環道路でぐるっと回ってくれば、市道から出発して循環して帰ってくれば

市道にするから、接しとるでしょ。 

○建設部会長 そうですから。 

○藤田委員 ちょっと意味がわからない。帰ってくるんだったら、サークルで帰ってきた

ら、一端がじゃなしにもう一度回ってから、市道から出発して市道に帰ってくれば。 

○白川副会長 そうじゃない。市道に認定する方をというて最初におるんやから。接続し

とるとこが道路法に、いや登録されとる道路でなっとんで、これ問題ないやないですか。 

○藤田委員 曲がっとるやつはな。 

○白川副会長 そうそうそう。 

○藤田委員 曲がっとるやつは帰ってくるということ……。 

○白川副会長 その他の道路に連絡している道路であれば、いわゆる申請が出てきた幅員

４メートルの道というのは市道として認定しますということですからね。 

○藤田委員 ちょっともう一回。もしくは他の道路に隣接している道路の説明しよんだ

な。 

○白川副会長 だから、議長がおっしゃるように、こっちが道路法に規定されてない道路

につながって、それを認定するのはおかしいじゃないかという話じゃからな。 

○藤田委員 いえ、おかしいんじゃなくて、そういう弾力的なもので考えてみるかとい

う。おかしいという。 

○白川副会長  だから、それいいんじゃ。これでいいんじゃ。 

○美藤委員  ４メートル載せとったら、自動的にあくまで、そもそも見とりますという

ことで配慮してくれとる。 

○藤田委員 土地改良の農道でも４メートルになっとったらつないで、そっから道路を市

道にするという……。 

○白川副会長  そういうことじゃ……。 

○美藤委員  そういうことじゃね。そういう意味も……。 

○白川副会長  今までそうだったがな。 
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○藤田委員 いやいや。それはありがたいけどな。そうするとな。 

○美藤委員 いやいや、おのおので、それでは、説明に。議長よろしくお願いします。 

○議長 それでは、今、部会長が報告いたしましたとおりでございますけど、ほかにない

ですか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 それではないようでございますので、報告第５５号各種事務事業（建設事業関

係）の取扱いにつきましては、報告がありましたとおり承知いただいたものとします。 

 次に、報告第５６号各種事務事業（公営住宅関係）の取扱いにつきまして、建設部会長

より説明願います。 

○建設部会長 どうも大変失礼いたしました。 

 それでは、報告第５６号各種事務事業（公営住宅関係）の取扱いについてご報告申し上

げます。 

 会議資料６６ページお願いいたします。 

 各種事務事業（公営住宅関係）の取扱いについて、各種事務事業（公営住宅関係）の取

扱いにつきましては、別紙のとおり報告させていただきます。 

 各種事務事業（公営住宅関係）の取扱いにつきましても、昨年の７月２２日開催の第６

回合併協議会におきまして、収納管理につきましては、合併時に再編統一するという方針

が確認されてございます。新市におきまして、同一制度により収納管理を行うものでござ

います。 

 会議資料の６７ページをお開き願います。 

 調整結果につきましては、右の調整結果時にお示ししているとおりであります。新市に

おける公営住宅の収納管理を電算システムにより管理するものでございまして、フロッピ

ーディスク等の磁気媒体を使用する口座振替方式といたしまして、振替日につきましては

月末といたしてございます。 

 以上、報告第５６号各種事務事業（公営住宅関係）の取扱いにつきましてご報告を終わ

ります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長 ただいま建設部会長より報告第５６号につきまして説明がありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第５６号各種事務事業（公営住宅関係）の取扱
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いにつきましては、報告のありましたとおり承知いただいたものとします。 

 次に、報告第５７号各種事務事業（学校教育関係）の取扱いにつきまして、教育部会長

より説明願います。 

○教育部会長 失礼します。教育部会長の篠原でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、報告第５７号各種事務事業（学校教育関係）につきましてご説明申し上げま

す。 

 会議資料６９ページをお開き願います。 

 学校教育関係につきましては、第６回の合併協議会におきまして、１つ目が、幼稚園保

育料については、合併までに統一するものとする。２つ目が、就学援助費については、合

併時に統一できるよう調整するものとする。３つ目が、中学校新入生ヘルメット購入補助

については、合併時に統一するものとするという調整方針をご確認いただいております。 

 調整結果といたしましては、最初に、幼稚園の保育料についてでございますが、平成１

７年４月より、国の附属幼稚園の保育料及び地方交付税の単位費用の積算額に合わせまし

て、１市２町とも月額６，１００円に統一いたしております。納入につきましては、毎月

の口座振替とし、年度当初に保育料納入通知書により、園を通じて保護者に通知。年度末

に保育料口座振替済通知書により、園を通じて保護者に通知することとしております。 

 また、滞納処理については各園長が保護者に連絡をし、現金収納する予定でございま

す。 

 次に、就学援助費についてでございますが、年度当初の認定事務につきましては、右の

調整結果のとおりでございます。途中認定については、毎月認定する予定でございます。 

 また、審査時の世帯状況調査については、学校長、民生委員の意見を参考に、支給要綱

に基づき決定するものとしております。 

 次に、７０ページをお開き願います。 

 支給額については資料のとおり、現在、国の基準に伴いますので、１市２町同額でござ

います。支給については、認定月からの支給としております。 

 次に、７１ページをお開き願います。 

 中学校新入生ヘルメット購入補助についてでございますが、この補助につきましては、

自転車利用生徒の安全確保を目的とするものでございます。助成金額は、要保護、準要保

護生徒が購入金額の３分の２、一般生徒が購入金額の２分の１の補助とし、新中学１年生
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のうち、希望者を対象としております。また、校外活動等の関係もございますので、自転

車通学か否かは問わないことといたしております。 

 報告第５７号各種事務事業（学校教育関係）につきましては以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長 ただいま教育部会長より報告が、第５７号につきましてありました。 

 何かご質問、ご意見ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、報告第５７号各種事務事業（学校教育関係）の取扱

いにつきましては、報告がありましたとおり承知いただいたものとします。 

 続きまして、その他に移りたいと思います。第１６回の協議会日程につきまして、総務

広報班長より説明願います。 

○事務局 総務広報班の石川でございます。よろしくお願いします。 

 ７２ページをお開きください。 

 次回第１６回の協議会のご案内ですが、７月の第４木曜日、７月２８日を予定しており

ます。時間と場所につきましては、午後１時３０分から当会場で予定しております。な

お、会議内容につきましては、調整結果をご報告させていただくことになろうと思いま

す。ご出席のほどお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長 ただいま総務広報班長から日程につきまして説明がありました。 

 何かご質問ございませんか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 ないようでございますので、第１６回の協議会の日程につきましては、原案のと

おりといたします。 

 それでは、以上で本日予定されておりました合併協議会の日程は全て終了いたしまし

た。 

【午後３時１８分閉会】 

 

 


